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厚生労働省社●・

保護世帯比の推計結果及び要保護看に対する追切な保護について
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　･今般、厚生労偉大罠が主催するナショナルミだマム研究●の第Ｓ回会合（４月９日�催）

において、別添のとおり、「坐活機叢翁草来演の低所櫓世帯数の機会についでj及ぴr生活保

護基準未満の･低所梼世帯数の推計と今橋の対応について」を報告L、11表したところであ

る．

　今間．平成１６年全国消費実態調査刄は早成１９年ｌ民産港基植舗奎を使･ｺて、･一定の

前扱で「生活保護基瞳粂燐の低斎骨悦巻数に対する歓保護世帯数の劃會（保護世帯比）』を

それぞれ推計したが．使用した執計データの剖舶上、保有する資産の辞値騏、貌宸からの扶

養や稼働匍力の有無など、生魅佩錐の受飴蔓件を満たすが面か1==ついてI・弘からないとい弓

撞昏的な間●があるため、本来生活佩瞬を受給できる方のうち禽燦1=曼輸･yきる方の割合を

意味する、いわゆるr捕捉皐』を推計したものではない．また、保護世帯沈は、血盾佩謨の

申請の意思がありながら生垣保護の受軸から淵れている娶保護世帯（いわゆる濃縮）の割合

i示すものでもない．

　しかし、偉魏世帯比は、甕忿恨護の纏状椙棚の指標の一つとＬで捉えるべき数値として、

国が初めて推計・公表するものであり、今回使った調査により複数の推計紬墨書得たが、

今後も定期的に同様の手法で調査・推計Ｌ、それぞれの推計結果の動向を把植していくこ

ととしている.

・　生活佩鵬の運用に当たっては、最憾限庶の生唾を保凍ずる重要性にかんがみ、資産や稼働

飽カ等を借用してもなお生－保腹の要件を澗たし、かつ、生活保護を受紬する章息のある方

が保護を受り･られないことのないよう．生蔭保護の申請権の確保については従前から撞知し

でいるところであるが、今回上記推創･軸墨を公表したことをも踏まえ、各地方自治体におい

ては、改めて「血－保護1麦|ごよる佩譜の実施萎値について」（咄和36年４月１！厚生省発社

笛123号鳳生蕃麹次官通知）第ａの規定に＋分配慮の上、必要な方々に対しては追切な生活

保護の達朗が図られるよう努められたい．

　なお、国としては．失業等により生活に困窮した者が直ち|=生旭保護に陥らないよう、住

嘸芋当等の笛こめセーフ予ィネットをほじめ生隨保護以外の低県梼肴封悛も譜じでいるとこ

ろであって、その一層の完実を●るごととしでいることを申し惑える．
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